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主な商品のご案内

※商品利用にあたっての留意事項
信用金庫の商品・サービスは会員でない方もご利用いただけます。ただし、ご融資には、ご融資対象の限られているものや、不動産担保・保証など一定の基準を満
たす必要があるものもございます。また、年収や借入金の合計などによって融資金額が制限される場合や、変動金利商品のようにお客様の予想に反して金利が上
下する商品、金利と別に保証料が必要な場合もございます。詳しくは窓口へお気軽にお問い合わせください。

主な預金
特　　　　　色種　　類

※上記のほか貯蓄預金・通知預金・納税準備預金・積立定期預金・各種財形預金などをご用意しております。詳しくは窓口へお気軽にお問い合わせください。

金融市場の金利動向に応じて、当金庫が金利を独自に設定いたします。また個人の方に限り、3年以上のものに
ついては半年複利の商品もご用意しております。スーパー定期

金融市場の金利動向に応じて、当金庫が金利を独自に設定いたします。
1,000万円以上のまとまった資金運用に適しています。大口定期預金

最長3年お預かりする1年複利の定期預金です。お預け入れ後1年を経過すると、1カ月前のご連絡でいつでも
お引き出しができます。個人の方のみご利用できます。期日指定定期預金

金融市場の金利動向に反映し、預入期間中でも6カ月ごとに金利が変動する定期預金です。また、個人の方に限
り、3年もの（半年複利）もご用意しております。変動金利定期預金

目的に合わせた資金づくりのために、毎月一定額を積み立てる預金です。払込金額は5,000円以上です。普通
預金等からの自動振替による払込もできます。スーパー積金

消費税を納付する目的で毎月一定額を積み立てる預金で、法人・個人事業主の方がご利用できます。消費税専用スーパー定期積金
（おさめるくん）

商取引の決済口座として小切手・手形をご利用いただけます。当座預金

給与や年金の自動受取、公共料金や税金等の自動支払などお財布や家計簿代わりに便利です。普通預金

普通預金と定期預金・定期積金を一冊の通帳にセットした預金です。まとまった資金が必要なときなど、定期預
金・定期積金の90%以内かつ300万円までの自動融資がセットされていますので大変便利です。

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす預金です。預金保険制度により
全額保護されます。
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主な個人向け融資
特　　　　　色種　　類

住宅の新築・増改築、中古住宅購入、住宅ローンの借換えなどにご利用いただけます。お客様のご要望にお応えで
きるよう様々な商品をご用意しております。

お買い物や急な出費など、限度額の範囲内でご利用いただけます。

自家用車・自動二輪車の購入、車検・修理費用、運転免許取得資金としてご利用いただけます。

大学院・大学・短大・専修学校の入学金、授業料など就学に係る費用にご利用いただけます。お子様が就学中はカード
ローン方式でご利用いただき、卒業後は割賦返済方式に移行するリレー形式となっております。

お使いみちの制限が無く、消費・生活・レジャー資金などご自由にご利用いただけます。
（但し、事業性資金は除きます）

住宅ローン

カードローン

マイカーローン

教育ローン

フリーローン

主な事業者向け融資
特　　　　　色種　　類

一般商業手形の割引をいたします。割引手形

仕入資金など短期運転資金をご融資いたします。手形貸付

設備資金など長期資金をご融資いたします。証書貸付

極度額の範囲内で当座決済資金をご融資いたします。当座貸越

釧路活性化貸付

一
般
融
資

事業資金としてご利用いただけます。当金庫の営業区域内で事業を行っている法人および個人事業主で業歴1
年以上を有し、確定した決算書および申告書を提出可能な方が対象です。なお、総融資枠は20億円、取扱期間
は平成23年3月までの限定商品となっております。

開業または開業後に必要となる事業資金としてご利用いただけます。釧路商工会議所の新規開業資金融資制
度の推薦を受けられる方が対象です。

経営改善支援資金
〈アシスト〉

総代会等に関する情報開示

1. 総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員1人1人の意見を最大の価値とする協同組織金融機
関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、1人1票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとなりま
す。しかし、当金庫では、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映
し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会
は、総会と同様に、会員1人1人の意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任された総代によ
り運営されます。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、さま
ざまな経営改善に取組んでおります。

総代選考基準

●当金庫の会員であること。
●満75歳未満であること。
●総代として相応しい見識を有している人物であること。
●良識をもって正しい判断ができる人であること。

●金庫の理念をよく理解し、金庫との取引も良好であること。
●地域の情報に通じ、金庫に対する協力者であること。
●事業者の場合は、経営内容が良好であること。
●その他総代選考委員が適格と認めた人。

2. 総代とその選任方法
（1） 総代の任期・定数

・ 総代の定数は70人以上90人以内で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められております。
・ 総代の任期は3年です。
・ 総代の重任は妨げないものとします。
・ 総代の定年は75歳とします。
ただし、任期の途中で年齢が満75歳に達した場合は、その任期の満了をもって終るものとします。
なお、平成22年3月31日現在の総代数は84名で、会員数は14,625人です。

（2） 総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。
そこで総代の選考は、総代選任規程に基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。
①会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
③その総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立てる）。

総　代

選考委員

会　員

総代会

理事会

総代候補者

決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

①理事会の議決
に基づき理事長
が選考委員を委
嘱し、選考委員の
氏名を店頭掲示

②選考基準に基づき
　総代候補者を選考

③理事長は、総代候補者氏名を
店頭掲示し、所定の手続きを経
て、会員の代表として総代を委嘱

総代会は、会員1人1人の意見を適正に反映するための開かれた制度です。

会員の総意を適正に
反映するための制度
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武藤 忠　澁谷 直樹　川合 隆俊　伊木 繁樹　金安 伸一　島本 幸一

石田 博司　五明 正吉　矢澤 武彦　佐藤 正樹　千葉 國史　小松 隆一

中村 圭佐　山本 博　菅野 隆司　小川 一典　天方 智順　菅原 一朗

濁沼 英一　竹腰 純一　山辺 文彰　小坂 典行　梅木 勝　高橋 好一

佐藤 隼二　前田 政満　残間 順雄　甲賀 伸彦

佐藤 厚　久保下 雅司　白幡 博　相澤 長秀　石井 昭　阿部 信之

坂野 賀孝　平松 吉男　砂田 伸行　今 靖夫　平田 征一　長谷部 光之

佐藤 君雄　三日市 初夫　本田 速夫　阪口 廣明　石田 雅典

竹川 広平　中山 勝範　舟木 孝　鈴木 全　上村 憲雄　青田 敏治

玉垣 範夫　横田 正弘　猫塚 弘久　渡邊 昭雄　黒田 秀紀

三原 克也　安藤 純博　阿部 フミ子　加納 則好

釧路和商（協）　佐渡 保正　星 正敏　登坂 康弘

高山 春男　松橋 主幸　曽我部 喜市　山浦 祥治　小林 一之　川村 利明

増井 幸士　宮坂 寿文　藤田 陽一　山根 政義　川岸 哲夫　

小澤 重　宮越 召一　佐藤 洋司　長谷 寿人　加納 吉裕　小澤 由明

藤田 文明　辻谷 智之　池田 篤英　

定 数
（現総代数） 氏　　　　名選任区域

5区

30

（28）

8

（8）

31

（28）

9

（9）

12

（11）

総代の氏名 （平成22年6月24日現在） （敬称略、順不同）

釧路市阿寒町
鶴 居 村
白 糠 町
釧路市音別町
十 勝 地 区

4区
弟 子 屈 町
標 茶 町
厚 岸 町
浜 中 町

2区
釧 路 市

橋 北 地 区

1区
釧 路 市

橋南・春採地区

3区
釧 路 市

鉄 北・愛 国
鳥取・大楽毛地区
釧 路 町
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はじめに地区を5区の選任区域に分け、選任区域ごとに総代の定数を定める

①総代選考委員の選任

理事会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

②総代候補者の選考

③総代の選任

選考委員が総代候補者を選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を1週間店頭に掲示 掲示した旨を北海道新聞に公告

異議申出期間：公告後2週間以内

会員から異議がない場合または選任区域の会員数の
3分の1未満の会員から異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の3分の1以上の会員から
異議の申出があった総代候補者

異議のあった総代候補者が選任区域の総代定数の2分の1未満異議のあった総代候補者が選任区域の総代定数の2分の1以上

a.他の総代候補者を選考（氏名を店頭に掲示） b.再選考を行わず欠員

a、bいずれかを選択

理事長は選任された候補者に総代を委嘱

総代の氏名を店頭に掲示

3. 第86期通常総代会の決議事項
　平成22年6月24日開催の第86期通常総代会において次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認されました。

報告事項
　報告事項第1号　第86期業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件　　
　報告事項第2号　第86期事業年度監査報告の件

決議事項
　議案第1号　第86期剰余金処分案承認の件
　議案第2号　退任理事に対する退職慰労金贈呈の件

説明事項
　平成22年度事業計画の件

総代が選任されるまでの手続きについて
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